
改正後 現 行 

別表２ 

児童福祉施設の職種別職員定数表 

(１) 児童養護施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 
１人。ただし、定員が30人未満の場合は児童指導員と

兼務することができる。 

児童指導員 

保育士 

通じて定員5.5人につき１人。ただし、定員45人以下

の施設については、この定数のほか１人を加算する。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相談員 １人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 
定員90人未満の場合は４人。以下同様に30人ごとに１

人を加算する。 

嘱託医 １人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

児童福祉施設の職種別職員定数表 

(１) 児童養護施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 
１人。ただし、定員が30人未満の場合は児童指導員と

兼務することができる。 

児童指導員 

保育士 

通じて定員5.5人につき１人。ただし、定員45人以下

の施設については、この定数のほか１人を加算する。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相談員 １人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 
定員90人未満の場合は４人。以下同様に30人ごとに１

人を加算する。 

嘱託医 １人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現 行 

（参考：加算職員一覧(児童養護施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

乳児加算 ０歳児1.6人につき看護師１人。 

１歳児加算 １歳児1.6人につき児童指導員又は保育士１人。 

２歳児加算 ２歳児２人につき児童指導員又は保育士１人。 

年少児加算 
３歳以上の就学前児童４人につき児童指導員又は

保育士１人。 

里親支援専門相談員加

算 
１人。 

心理療法担当職員加算 
１人。ただし、心理療法を行う必要があると認められ

る児童10人以上に心理療法を行う場合に限る。 

職業指導員加算 １人。実習設備を設けて職業指導を行う場合に限る。 

看護師加算 看護師１人。 

小規模グループケア加

算 

児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

小規模かつ地域分散化加算 児童指導員又は保育士３人まで。 

家庭支援専門相談員加

算 

１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支援専

門相談員を配置している場合に限る。 

医療的ケア児等受入加

算 

児童指導員又は保育士２人。 

管理宿直等職員２人。（非常勤） 

自立支援担当職員加算 １人。 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

特別指導費加算 指導員１人。（非常勤） 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加

算 
ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：加算職員一覧(児童養護施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

乳児加算 ０歳児1.6人につき看護師１人。 

１歳児加算 １歳児1.6人につき児童指導員又は保育士１人。 

２歳児加算 ２歳児２人につき児童指導員又は保育士１人。 

年少児加算 
３歳以上の就学前児童４人につき児童指導員又は

保育士１人。 

里親支援専門相談員加

算 
１人。 

心理療法担当職員加算 
１人。ただし、心理療法を行う必要があると認められ

る児童10人以上に心理療法を行う場合に限る。 

職業指導員加算 １人。実習設備を設けて職業指導を行う場合に限る。 

看護師加算 看護師１人。 

小規模グループケア加

算 

児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

小規模かつ地域分散化加算 児童指導員又は保育士１人。 

家庭支援専門相談員加

算 

１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支援専

門相談員を配置している場合に限る。 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

特別指導費加算 指導員１人。（非常勤） 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加

算 
ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現 行 

(２) 児童自立支援施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

児童自立支援専門員 

児童生活支援員 
通じて定員4.5人につき１人。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相談員 １人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 
定員90人未満の場合は４人。以下同様に30人ご

とに１人を加算する。 

嘱託医 ２人。 

 

通所部設置の場合 

職種別 職  員  の  定  数 

児童自立支援専門員 

児童生活支援員 
通じて通所部定員7.5人に１人 

 

（参考：加算職員一覧(児童自立支援施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると

認められる児童10人以上に心理療法を行う場

合に限る。 

職業指導員加算 
１人。実習設備を設けて職業指導を行う場合

に限る。 

小規模グループケア加

算 

児童自立支援専門員又は児童生活支援員１人

。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加

算 

１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支

援専門相談員を配置している場合に限る。 

自立支援担当職員加算 １人。 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加

算 
ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 (２) 児童自立支援施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

児童自立支援専門員 

児童生活支援員 
通じて定員4.5人につき１人。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相談員 １人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 
定員90人未満の場合は４人。以下同様に30人ごと

に１人を加算する。 

嘱託医 ２人。 

 

通所部設置の場合 

職種別 職  員  の  定  数 

児童自立支援専門員 

児童生活支援員 
通じて通所部定員7.5人に１人 

 

（参考：加算職員一覧(児童自立支援施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると

認められる児童10人以上に心理療法を行う場

合に限る。 

職業指導員加算 
１人。実習設備を設けて職業指導を行う場合

に限る。 

小規模グループケア加算 

児童自立支援専門員又は児童生活支援員１人

。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加算 
１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支

援専門相談員を配置している場合に限る。 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 



改正後 現 行 

 (３) 乳児院（乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：加算職員一覧(乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。))） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

里親支援専門相談員加算 １人。 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると認め

られる児童又はその保護者10人以上に心理療法を

行う場合に限る。 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加算 
１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支援専

門相談員を配置している場合に限る。 

医療的ケア児等受入加算 
児童指導員、保育士又は看護師２人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 (３) 乳児院（乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。） 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

嘱託医 １人。 

看護師 

保育士 

児童指導員 

２歳未満児(定員から２歳児及び３歳以上児の現員を

差し引いたもの)通じて1.6人につき１人。 

２歳児の現員通じて２人につき１人。 

３歳以上児の現員通じて４人につき１人。 

ただし、看護師は定員10人の場合は２人以上、10人

を超える場合は10人増すごとに１人以上とし、その他

は保育士又は児童指導員とする。 

 なお、定員20人以下の施設については、この定数の

ほか保育士１人を加算する。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相談員 １人。 

栄養士 １人。 

事務員 １人。 

調理員等 
定員30人未満の場合は４人。定員30人以上10人ごとに

１人を加算する。 

 

（参考：加算職員一覧(乳児院(乳幼児10人未満を入所させる乳児院を除く。))） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

里親支援専門相談員加算 １人。 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると認め

られる児童又はその保護者10人以上に心理療法を

行う場合に限る。 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加算 
１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支援専

門相談員を配置している場合に限る。 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 



改正後 現 行 

(４) 乳幼児10人未満を入所させる乳児院 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（参考：加算職員一覧（乳幼児10人未満を入所させる乳児院）） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

里親支援専門相談員加算 １人。 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると認め

られる児童又はその保護者10人以上に心理療法を

行う場合に限る。 

個別対応職員加算 １人。 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

医療的ケア児等受入加算 
児童指導員、保育士又は看護師２人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 乳幼児10人未満を入所させる乳児院 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

看護師 

保育士 

児童指導員 

通じて７人。ただし、看護師はその内１人以上とし

、その他は保育士又は児童指導員とする。 

家庭支援専門相談員 １人。 

嘱託医 １人。 

調理員等 １人。 
 

（参考：加算職員一覧（乳幼児10人未満を入所させる乳児院）） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

里親支援専門相談員加算 １人。 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると認め

られる児童又はその保護者10人以上に心理療法を

行う場合に限る。 

個別対応職員加算 １人。 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

指導員特別加算 
児童指導員１人。ただし、定員35人以下の場合に

限る。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現 行 

(５) 母子生活支援施設 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：加算職員一覧(母子生活支援施設)） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 母子生活支援施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

母子支援員 
定員10世帯未満の場合は１人。定員10世帯以上20世帯未満

の場合は２人。定員20世帯以上の場合は３人。 

保育士 

保育所に準ずる設備のある場合に限り、その児童３０人に

つき１人。 

（ただし、１母子生活支援施設につき最低１人はおくこと

ができる。） 

少年指導員 

兼事務員 

定員20世帯未満の場合は１人。定員20世帯以上の場合は２

人。 

調理員等 １人。 

嘱託医 １人。 

 

（参考：加算職員一覧(母子生活支援施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

心理療法担当職員加算 

１人。ただし、心理療法を行う必要があると

認められる母子10人以上に心理療法を行う場

合に限る。 

個別対応職員加算 １人。 

母子支援員、少年指導員

加算 

各１人。ただし、定員40世帯以上の場合に限

る。（非常勤） 

夜間警備体制強化加算 １人。（非常勤、委託でも可） 

特別生活指導費加算 

特に保護・指導が困難な母子が４人以上入所

の場合１人。特に保護・指導が困難な母子が

８人以上入所の場合２人。（非常勤） 

保育機能強化加算 保育士1人。 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 現 行 

(６) 児童心理治療施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

医師 １人。 

心理療法担当職

員 
定員10人につき１人。 

看護師 １人。 

児童指導員 

保育士 
通じて定員4.5人につき１人。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相

談員 
１人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 ４人。 

 

通所部設置の場合 

職種別 職  員  の  定  数 

心理療法担当職員 入所部及び通所部定員10人に１人。 

児童指導員 

保育士 
通じて通所部定員7.5人に１人。 

 

（参考：加算職員一覧(児童心理治療施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加算 

１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭

支援専門相談員を配置している場合に限る

。 

自立支援担当職員加算 １人。 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

(６) 児童心理治療施設 

職種別 職  員  の  定  数 

施設長 １人。 

医師 １人。 

心理療法担当職

員 
定員10人につき１人。 

看護師 １人。 

児童指導員 

保育士 
通じて定員4.5人につき１人。 

個別対応職員 １人。 

家庭支援専門相

談員 
１人。 

栄養士 １人。ただし、定員41人以上の場合に限る。 

事務員 １人。 

調理員等 ４人。 

 

通所部設置の場合 

職種別 職  員  の  定  数 

心理療法担当職員 入所部及び通所部定員10人に１人。 

児童指導員 

保育士 
通じて通所部定員7.5人に１人。 

 

（参考：加算職員一覧(児童心理治療施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

小規模グループケア加算 
児童指導員又は保育士１人。 

管理宿直等職員１人。（非常勤） 

家庭支援専門相談員加算 
１人。ただし、定員30人以上で、既に家庭支

援専門相談員を配置している場合に限る。 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 

ボイラー技士雇上費加算 ボイラー技士１人。（非常勤） 

 

 

 

 

 

 



改正後 現 行 

(７)自立援助ホーム 

職種別 職  員  の  定  数 

指導員 
２人。ただし、定員が７人以上の場合は３人とし、以降７人

から３人増える毎に１人を加算する。 

補助者 １人。（非常勤） 

 

（参考：加算職員一覧(自立援助ホーム)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

自立支援担当職員加算 １人。 

 

 

 

 

 

(８)ファミリーホーム 

（略） 

 

 

 

 

（参考：加算職員一覧(ファミリーホーム)） 

（略） 

 

（９）地域小規模児童養護施設 

 

 

 

（参考：加算職員一覧(地域小規模児童養護施設)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

小規模かつ地域分散化加

算 
児童指導員又は保育士３人まで。 

自立支援担当職員加算 １人。 

職種別 職  員  の  定  数 

児童指導員 

保育士 
３人。（うち１人は非常勤） 

(７)自立援助ホーム 

職種別 職  員  の  定  数 

指導員 
２人。ただし、定員が７人以上の場合は３人とし、以降７人

から３人増える毎に１人を加算する。 

補助者 １人。（非常勤） 

 
（新規） 
 

 

 

 

 

 

 

(８)ファミリーホーム 

職種別 職  員  の  定  数 

指導員 １人。 

補助者 ２人。（非常勤） 

 

 

（参考：加算職員一覧(ファミリーホーム)） 

加算種別 加 算 職 員 数 等 

学習指導費加算 指導員。（非常勤） 
 

（９）地域小規模児童養護施設 

職種別 職  員  の  定  数 

児童指導員 

保育士 
３人。（うち１人は非常勤） 

小規模かつ地域分散化加

算 
児童指導員又は保育士１人。 

 
 
（新規） 
 
 
 
 
 
 



改正後 現 行 

（10） （略） 

 

 
 
（注） （略） 

（10）小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設 

職種別 職  員  の  定  数 

母子支援員 １人。 
 
（注）上記のほか、児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活

支援施設、児童心理治療施設、地域小規模児童養護施設、小規模分園型（

サテライト型）母子生活支援施設の一般分保護単価には、管理宿直専門員

（１人、非常勤）及び年休代替要員費等が含まれる。 

 


